
資料２－２
　　　連携検討業務一覧（平成２６年３月２０日現在）　　

番
号

業務の内容 検討の必要性がある理由 連携方策の検討方法
連携の
方向性

検討方法
区分

県関係課
提案
市町村

1
児童手当業務全
般

法令に基づく市町村共通の制
度運用が行われているため、
共同処理した場合のメリット
は大きい。

●提案において共同処理のメリットとして挙げられている転出入時の手続
については、既に工夫して対応している市町村もある。
●各市町村の電算システムが統一化されていない現状では、共同処理によ
る業務効率化の効果は限定的と考えられる。
●上記の状況から、当面は通常業務内で対応するが、電算システム共同化
の進捗など条件が整えば、市町村間で検討組織を立ち上げ検討する。

１
水平
連携

Ｃ
通常業務
内で対応

子育て支援
課

大潟村

2
児童福祉施設(保
育所等）の設
置・管理

子供の数が減るため、施設の
管理・運営や定員の改定等に
ついて、市町村域を越えた広
域対応が必要となると想定さ
れる。

●少子化の進行に伴い、保育所等の児童福祉施設の管理・運営等につい
て、市町村間連携を検討する必要がある。
●現在でも、保育所について、主に保護者の都合に対応するための「広域
入所制度」があるが、その他の施設も含めた広域運営に向け、市町村間の
検討組織を立ち上げ検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

幼保推進課
鹿角市
八峰町

3
障害程度区分認
定審査会

現在でも、市町村単独では１
回当たりの審査件数が少な
く、審査委員の招集の負担が
大きい。

●小規模市町村が単独で設置すると、開催頻度が少なくなり、認定の遅延
が給付開始の遅れにつながる可能性もある。
●医師等専門職の委員就任が必須であることから、小規模の審査会が多い
と、こうした方々の負担増にもなる。
●南秋田郡における共同設置、湯沢雄勝広域市町村圏組合の取組等を参考
に、市町村間における連携を検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

障害福祉課

大館市
鹿角市
由利本荘市
仙北市
美郷町

4
障害者自立支援
給付事務

障害者福祉サービスは多様化
し、担当者には専門的知識・
経験が求められること、施設
の利用範囲が広域に亘るこ
と、毎年のように制度改正に
よるシステム改修が必要なた
め財政負担が大きいこと等に
よる。

●自立支援給付の介護給付は、障害程度区分の認定を経て処理することか
ら、障害程度区分認定審査会（No.3）の検討組織において、併せて検討す
る。
●システム改修への対応については、電算システムの共同化（No.46）の対
象業務としても検討を行う。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

障害福祉課

大館市
鹿角市
由利本荘市
仙北市
美郷町

5
児童扶養手当の
支給

母子家庭等は減少傾向にな
く、事情は複雑化しているた
め、調査内容等が広範囲に及
び、職員数が減少する中で事
務量の増加が見込まれる。

●全県の児童扶養手当の支給対象世帯数は、最近の５年間（平成２１～２
５年）でほぼ横ばいとなっているところ、人口推計から推測して今後増加
するとは考えにくい。
●支給対象世帯から現況届が提出される一時期（毎年８月）に面談等の事
務が集中しており、共同処理が効率化につながるかどうか不明なため、当
面は通常業務内で対応する。

４
その他

Ｃ
通常業務
内で対応

子育て支援
課

仙北市
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市町村

6
母子自立支援員
と家庭相談員の
設置

母子家庭等は減少傾向にな
く、事情は複雑化しているた
め、調査内容等が広範囲に及
び、職員数が減少する中で事
務量の増加が見込まれる。

●全県の母子世帯数は、最近の５年間（平成２１～２５年）でほぼ横ばい
となっているところ、人口推計から推測して今後増加するとは考えにく
い。
●母子自立支援員は母子及び寡婦福祉法により、家庭相談員は国の家庭児
童相談室設置運営要綱により、それぞれ福祉事務所において相談指導業務
を行うこととされており、県内の１７福祉事務所全てに配置されている。
人口減少に伴い対象世帯数が減少した場合には、県と市の福祉事務所又は
市の福祉事務所間での共同処理を検討する必要がある。

３
両方

Ｃ
通常業務
内で対応

子育て支援
課

仙北市

7
生活保護の実施
（ケースワー
ク）

職員数の減少に伴い、ケース
ワーカー・査察指導員の配置
が困難になる。

●今後の人口減少に伴う被保護世帯数の減少を見据え、福祉事務所のあり
方も含め、業務の効率化について県・市で検討組織を立ち上げ検討する。

３
両方

Ａ
作業部会
等で検討

福祉政策課
大館市
仙北市

8
生活保護の一般
的事務（ケース
ワーク以外）

財政規模縮小、職員数減少の
中で事務処理を効率化し、
ケースワーカーの負担を軽減
する必要がある。

●生活保護に関して、ケースワーク以外の一般的事務のボリュームは大き
いものではなく、共同処理のメリットは小さい。
●福祉事務所間の連携の一環として、生活保護の実施（No.7)に関する検討
組織において併せて検討する。

３
両方

Ａ
作業部会
等で検討

福祉政策課 由利本荘市

9
養護老人ホーム
に係る措置事務

養護老人ホームの措置費支弁
基準額の設定等は、全県的に
対象施設数が少なく特殊な業
務であり、単独処理は非効率
である。

●養護老人ホームの措置費支弁基準額の設定等については、施設が所在す
る市町村が対応すべきものと定められており、県は、効率的な措置事務の
あり方を含め、必要に応じて助言を行う。

４
その他

Ｃ
通常業務
内で対応

長寿社会課 仙北市

10 介護認定審査会
職員数の減少と担当者には専
門的知識・経験が求められる
ことによる。

●県内では、一部の自治体を除き、既に事務の共同処理制度が活用されて
いる。
　・機関等の共同設置：潟上市と南秋田郡４町村
　・事務の委託：上小阿仁村が北秋田市に委託
　・一部事務組合：能代山本、本荘由利、大曲仙北、湯沢雄勝の各広域
　　　　　　　　　市町村圏組合
●介護認定審査に係る事務は、障害程度区分認定審査（No.3）と比較して
審査件数が多く、月に複数回の審査会を開催する必要があり、また、今後
要介護者の多くを占める後期高齢者の増加が見込まれる。こうした状況を
踏まえ、市町村間における連携を検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

長寿社会課
鹿角市
井川町
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市町村

11
拠点病院の医療
体制強化

地方の医師不足が深刻化し、
医療提供体制が不十分であ
る。

●県では、「秋田県医療保健福祉計画」（計画期間：平成２５～２９年
度）を定め、二次医療圏毎に地域の中核的な病院の整備を推進するととも
に、医療体制を確保する上で重要な医師確保については、「医師不足・偏
在改善計画」を策定し（平成２４年１１月）、平成３７年頃に各二次医療
圏の病院で医師が充足することを目指している。
●各地域の医療体制の充実・強化を図るに当たっては、これらの計画に掲
げる施策を県と市町村が連携して実施することにより対応する。

２
県によ
る補完

Ｃ
通常業務
内で対応

医務薬事課 湯沢市

12
医療機関の減少
と共同施設利用
の促進

拠点病院の改築と、減少する
個人医院の医療設備・施設の
共同化により、地域住民の受
療機会を確保する必要があ
る。

●県では、二次医療圏単位で地域保健医療福祉協議会を設置し、地域にお
ける保健、医療、福祉、衛生及び生活環境に係る施策の総合的な推進に関
する事項を調査審議しているところであり、こうした協議会等を活用して
検討する。

４
その他

Ｂ
既存の組
織で検討

医務薬事課 湯沢市

13
診療所の設置・
管理

人口減少と医師不足が見込ま
れるため、単独での維持が困
難になる懸念がある。

●現在のところ国保診療所の共同運営は例がなく、引き続き医師確保に取
り組みつつ、共同運営を具体的に検討する際には市町村間の検討組織を立
ち上げ検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

医務薬事課
八峰町
井川町
東成瀬村

14
多機能な保健セ
ンターの設置

子育て支援、高齢者健康増進
を重点としながら幅広い年齢
層が利用でき、感染症収容や
災害時に役立つ各種機能を
持った保健施設が必要であ
る。

●地域保健法において市町村は保健センターの設置主体であるが、必置規
制はない。感染症指定医療施設等の必要な施設はそれぞれ整備されてい
る。
●保健センターについては、基本的に各市町村の責任で検討すべき事項で
あるが、センターのあり方については必要に応じ県も参画の上、検討す
る。

４
その他

Ｃ
通常業務
内で対応

健康推進課 湯沢市

15 自殺予防対策

小規模町村が単独で実施する
より、保健所単位等の広域的
な事業の方が効果的・効率的
である。

●法令上、県・市町村の業務分担に関する規定はないが、本県では自殺予
防キャンペーンの実施などの広域的事業を県が実施し、市町村は県の補助
金を活用して地域に密着した事業を実施する、という形で役割分担しなが
ら取り組んでいる。
●今後も県と市町村が協働し、適切な役割分担の下、取り組む。

２
県によ
る補完

Ｃ
通常業務
内で対応

健康推進課 東成瀬村

16
福祉、保健、介
護、医療の融合

人口減少に伴う運営規模の縮
小により、広域圏単位での福
祉、介護、保健、医療の再構
築が求められる。

●県では、二次医療圏単位で地域保健医療福祉協議会を設置し、地域にお
ける保健、医療、福祉、衛生及び生活環境に係る施策の総合的な推進に関
する事項を調査審議しているところであり、こうした協議会等を活用して
検討する。

４
その他

Ｂ
既存の組
織で検討

福祉政策課 湯沢市

17
予防医療の一元
化とシステム構
築

加入健康保険別となっている
住民の健診、検診を一元化し
ないと真の管理が出来ない。

●各種検診の実施主体は法令に定められており、現状では一元化は困難で
あるが、加入医療保険の枠を超えて地域全体の健康課題を把握すること
は、各市町村が効率的な施策を立案するうえで必要であることから、市町
村国保と協会けんぽの検診データを市町村毎に分析し、情報提供すること
を検討する。

４
その他

Ｄ
その他

健康推進課 湯沢市
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提案
市町村

18
国民健康保険の
運営

現状として低所得者の加入が
多く、市町村単位の運営では
財政が不安定になりやすいほ
か、医療機関の偏在によって
医療給付費に格差が生じてい
る状況がある。

●国民健康保険については、現在、国において、都道府県を保険者とする
方向で検討が進められているところであり、そうした制度改正の動向を注
視しながら、「秋田県国民健康保険事業広域化研究会」や「国民健康保険
主管課長会議」の場を活用し、県・市町村間の情報共有に努める。

４
その他

Ｄ
その他

長寿社会課
鹿角市
仙北市
美郷町

19 ごみ処理

リサイクルの推進により処分
対象廃棄物が限定されたこと
や人口減少等から、最終処分
場の計画通りの埋立完了が見
込めない。

●人口減少やリサイクルの普及に伴うごみの減量により、一般廃棄物最終
処分場の埋立完了までの期間が長期化し、ランニングコストが増加するこ
とが見込まれることから、関係市町村間で検討組織を立ち上げ検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

環境整備課
仙北市
能代市
北秋田市

20
し尿処理施設の
運営

処理施設の更新に当たり、下
水道接続が増え、し尿の搬入
量が減少するため、さらに広
域的な共同処理が必要とな
る。

●し尿処理量は、人口減少や下水道の普及に伴い、一般ごみ以上に減少す
ることが見込まれることから、今後の施設更新に際して、これまでよりさ
らに広域で対応することについて、関係市町村で検討組織を立ち上げ検討
する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

環境整備課

北秋田市
上小阿仁村
能代市
仙北市
五城目町
八郎潟町

21
し尿処理事業と
下水道事業の共
同化

人口減少と下水道の普及によ
り、し尿処理施設利用人口が
年々減少している。

●県と市町村は、生活排水処理に関する県と市町村の協働事業の計画立案
と事業の円滑な推進を図るため、「秋田県生活排水処理事業連絡協議会」
を立ち上げ（平成２２年４月）、施策展開のアクションプランとして「あ
きた循環のみず推進計画」（計画期間：平成３０年度まで）を策定した
（平成２４年１０月）。
●同計画では、生活排水処理の広域共同化の具体的取組として、流域下水
道処理施設とし尿処理場との共同処理等を行うこととしていることから、
同計画に基づき、同協議会において検討を進める。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

下水道課 大館市

22
火葬場の維持管
理

人口が減少する中で、施設の
更新時期に際して新設又は共
同処理について検討する必要
がある。

●県内では、一部事務組合により実施している６市町村以外では各市町村
が単独で火葬場を運営している。
●今後の施設更新に際して、広域運営を行うことについて、関係市町村間
で検討組織を立ち上げ検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

生活衛生課
能代市
五城目町

23
道路・橋梁の維
持管理・補修

職員数が減少する中で、技術
職員の増が見込めない。限ら
れた職員数では修繕補修等の
対応に限界がある。

●平成２５年１１月に道路・橋梁の維持管理（No.23～25）について包括的
に検討する作業部会を立ち上げ、市町村が抱える課題に対して、有効な解
決方策を検討することとしている。

２
県によ
る補完

Ａ
作業部会
等で検討

道路課
横手市
大仙市
小坂町

24
道路の維持管理
（除排雪等含
む。）

県道と市町村道の相互管理
等、より効率的な維持管理に
ついて検討する必要がある。

●平成２５年１１月に道路・橋梁の維持管理（No.23～25）について包括的
に検討する作業部会を立ち上げ、市町村が抱える課題に対して、有効な解
決方策を検討することとしている。

２
県によ
る補完

Ａ
作業部会
等で検討

道路課
北秋田市
東成瀬村
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県関係課
提案
市町村

25
土木技術職員の
配置

小規模町村では技術職員が配
置でず、事業の円滑な推進に
懸念がある。

●平成２５年１１月に道路・橋梁の維持管理（No.23～25）について包括的
に検討する作業部会を立ち上げ、市町村が抱える課題に対して、有効な解
決方策を検討することとしている。

２
県によ
る補完

Ａ
作業部会
等で検討

道路課 大潟村

26
準用河川・普通
河川の管理

職員数が減少する中で、河川
管理に精通した職員の採用・
育成が難しい。

●市町村が管理する河川は、準用河川と普通河川の一部に限定され、市町
村職員が河川管理の知識経験を習得する機会が少ないことから、「災害実
務者講習会」等の場を活用した技術支援等、県として必要なサポートを行
う。

２
県によ
る補完

Ｃ
通常業務
内で対応

河川砂防課
横手市
大仙市

27
水道事業の今後
のあり方の検討

人口減少に伴う料金収入の減
少、管路の更新時期の到来、
職員数減少の中で技術職員の
不足等が見込まれる。

●技術職員の不足や人口減少による使用料収入の減に対応するためのコス
ト削減に対応する必要があるが、料金がまだ統一されていないなど、経営
一元化がなされていない市町村もある現状から、広域化に向けての課題は
多い。
●同一市町村内の経営一元化の実現を目指すとともに、それを前提とした
将来の水道事業のあり方として、市町村同士の連携による、さらなる広域
化の検討も行う。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

生活衛生課

横手市
八郎潟町
仙北市
大仙市

28

単独公共下水
道、農業集落排
水等の流域関連
公共下水道への
接続

人口減少や少子高齢化によ
り、今後の使用料収入の大幅
増が見込めないことから、生
活排水処理事業の効率化と維
持管理コストの低減を図る必
要がある。

●県と市町村は、生活排水処理に関する県と市町村の協働事業の計画立案
と事業の円滑な推進を図るため、「秋田県生活排水処理事業連絡協議会」
を立ち上げ（平成２２年４月）、施策展開のアクションプランとして「あ
きた循環のみず推進計画」（計画期間：平成３０年度まで）を策定した
（平成２４年１０月）。
●同計画では、生活排水処理の広域共同化の具体的取組として、単独公共
下水道や農業集落排水の流域関連公共下水道への接続等を行うこととして
いることから、同計画に基づき、同協議会において検討を進める。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

下水道課
秋田市
横手市
大館市

29
下水道汚泥の広
域処理

単独処理場の汚泥処理のコス
トを縮減する必要がある。ま
た、将来に亘り汚泥処理の委
託先を確保する必要がある。

●県と市町村は、生活排水処理に関する県と市町村の協働事業の計画立案
と事業の円滑な推進を図るため、「秋田県生活排水処理事業連絡協議会」
を立ち上げ（平成２２年４月）、施策展開のアクションプランとして「あ
きた循環のみず推進計画」（計画期間：平成３０年度まで）を策定した
（平成２４年１０月）。
●同計画では、生活排水処理の広域共同化の具体的取組として、汚泥の広
域共同処理等を行うこととしていることから、同計画に基づき、同協議会
において検討を進める。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

下水道課
藤里町
湯沢市

30
下水道の維持管
理及び使用料の
賦課徴収

職員数が減少し、技術職員も
不足することに加え、利用者
減少に伴う経費削減も必要と
なる。

●技術職員の不足や人口減少による使用料収入の減に対応するためのコス
ト削減等に対処する必要があることから、県と市町村又は市町村間で検討
組織を立ち上げ検討する。

３
両方

Ａ
作業部会
等で検討

下水道課
大仙市
八郎潟町
仙北市
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　　　連携検討業務一覧（平成２６年３月２０日現在）　　

番
号

業務の内容 検討の必要性がある理由 連携方策の検討方法
連携の
方向性

検討方法
区分

県関係課
提案
市町村

31
用地買収・管理
業務

職員数が減少する中で、用地
買収等の専門知識を有する職
員の育成が困難になる。

●用地買収等は専門知識が要求されるところ、県でも職員数縮減に伴い、
外部委託の比重を高めてきている。
●市町村においても県と同様の対応が可能と考えられるが、外部委託等は
単独の市町村でも実施可能であることから、当面は通常業務内で対応する
こととし、県は必要な助言を行う。

４
その他

Ｄ
その他

建設政策課 湯沢市

32
砂防指定地内等
の制限行為の許
可

技術的な判断を要する場合が
あるが、職員数が減少する中
で技術職員の採用が困難にな
る。

●県の「市町村への権限移譲の推進に関する条例」における市町村への移
譲対象業務となっており、移譲後も技術的助言等、県として必要なサポー
トを行う。

２
県によ
る補完

Ｃ
通常業務
内で対応

河川砂防課 湯沢市

33 生涯学習の推進
対象者が減少する中で、広域
開催の方が効果的な事業があ
る。

●担当職員や対象者の減少に伴い、複数市町村で連携して事業を実施しよ
うとする動きもあるところであり、「生涯学習・社会教育主管課長会議」
等において、県と市町村又は市町村間の連携のあり方について協議を行
う。

３
両方

Ａ
作業部会
等で検討

生涯学習課 東成瀬村

34
文化財の保存管
理

今後、他県や他市町にまたが
る広域的な指定文化財が増え
る可能性があるが、広域的な
指定文化財の保存管理は、統
一した方針で取り組む必要が
ある。

●文化財の保存管理は所在市町村や所有者が行うこととなっているが、県
内には、複数市町村や隣県にまたがる広域的な文化財があり、こうした文
化財の保存管理や活用を統一的に行うため、県と関係市町村又は関係市町
村間で検討組織を立ち上げ検討する。

３
両方

Ａ
作業部会
等で検討

生涯学習課
文化財保護
室

にかほ市
美郷町

35
埋蔵文化財の調
査・保存管理

専門知識が必要な業務である
が、市町村では専門職員を配
置する余裕がない。

●市町村等の申請に基づいて埋蔵文化財の調査等に係る専門職員を派遣す
る県の制度を活用しながら、適切な調査及び保存管理を推進する。

２
県によ
る補完

Ｃ
通常業務
内で対応

生涯学習課
文化財保護
室

藤里町
東成瀬村

36
地域農業再生協
議会の運営

職員数の減少を踏まえ、広域
化を検討する必要がある。

●地域の実情に則して区域設定が可能であることから、今般の国による農
政の抜本的改革の動向も注視しながら、市町村もしくは地域農業再生協議
会同士で連携方策を検討する。

４
その他

Ｄ
その他

水田総合利
用課

小坂町

37
産地形成・担い
手対策業務

ＪＡ等農業団体や経営体の広
域化の進展に伴い、業務のあ
り方を検討すべきである。

●今般の国による農政の抜本的改革の動向も注視しながら、必要に応じて
県と市町村で協議会等を立ち上げるなど、柔軟に対応する。

４
その他

Ｄ
その他

農林政策課 秋田市

38
雇用支援・雇用
促進

地域雇用促進会議等の枠組を
強化し、県北・中央・県南単
位で、県と市町村合同で人員
を派遣・配置して取組を強化
する必要がある。

●地域の雇用の場の創出・拡大等を検討するため、県・市町村・ハロー
ワーク等が雇用情勢等に関する情報交換を行う「地域雇用促進連絡会議」
が地域振興局単位で設置されており、同会議において検討を行い、さらに
広域的な取組が求められる場合には、地域振興局同士の連携等を検討す
る。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

雇用労働政
策課

大仙市
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　　　連携検討業務一覧（平成２６年３月２０日現在）　　

番
号

業務の内容 検討の必要性がある理由 連携方策の検討方法
連携の
方向性

検討方法
区分

県関係課
提案
市町村

39
企業誘致と誘致
済企業の支援

秋田県企業誘致推進協議会等
をより強化し、県北・中央・
県南単位で、県と市町村合同
で人員を派遣・配置して取組
を強化する必要がある。

●平成９年以降、県企業誘致推進協議会（県・23市町村で組織）で意見交
換をしながら、東京、名古屋及び大阪での企業立地説明会の開催、首都圏
誘致企業懇談会及び県内誘致企業懇談会の開催、合同企業誘致活動等に取
り組んでいる。
●このほか、現在既に、市町村職員を産業集積課や東京の企業立地事務所
に派遣することで、新規立地や誘致済企業のフォローに取り組んでおり、
今後もこうした県と市町村の連携を推進する。

３
両方

Ｂ
既存の組
織で検討

産業集積課 大仙市

40 広域観光の推進

地域振興局単位の広域観光推
進組織があるが、さらに県南
一体となった取り組みや、全
県一体となった事業の展開が
必要になると考えられる。

●広域観光の推進については、県と市町村の機能合体の枠組の中で、地域
振興局単位で県と管内市町村による推進組織を作るなどして、取組を進め
ている。
●このような地域振興局単位の取組について、他地域の取組を参考に現在
の取組を拡充することや、振興局同士の連携を進めることについて、検討
する。

３
両方

Ｃ
通常業務
内で対応

観光振興課
湯沢市
東成瀬村

41 観光誘客、ＰＲ

観光客は市町村の枠組を越え
て行動するため、広域的にＰ
Ｒした方が効率的かつ魅力的
な活動が可能である。

●観光誘客、ＰＲについては、県と市町村の機能合体の枠組の中で、首都
圏や近隣県等におけるＰＲを県（本庁・振興局）、市町村等が一体となっ
て行うなど、取組を進めており、必要に応じて現在の取組の見直しを検討
する。

３
両方

Ｃ
通常業務
内で対応

観光振興課
鹿角市
小坂町
美郷町

42
高齢化等集落対
策

高齢化や世帯数の減少によ
り、維持が困難となる懸念の
ある集落について、対策を検
討していく必要がある。

●平成２１年度に全市町村と県による「秋田県高齢化等集落対策協議会」
を設立し、平成２５年７月には、同協議会の中に「地域コミュニティ自立
支援政策研究会」を設置している。
●同協議会及び同研究会において市町村と県が協議しながら、市町村は、
集落の自立対策の中核となる集落点検（課題や資源発掘）、話し合い及び
実践の場づくりを担い、県は、相談窓口や広域的な連携交流の場づくり等
広域的な補完業務を中心として市町村をサポートする、という役割分担の
下に施策を推進する。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

活力ある農
村集落づく
り支援室

三種町

43
消防広域化（県
一本化を含む）

人口減少を踏まえ、消防広域
化を推進する必要がある。

●県では、「秋田県消防広域化推進計画」を策定し（平成２０年３月）、
県内の１３消防本部を７本部に集約することとしている。
●同県計画に基づく消防広域化推進連絡会議や消防組織法の規定による協
議機関等において検討する。

１
水平
連携

Ｂ
既存の組
織で検討

総合防災課

横手市
男鹿市
五城目町
由利本荘市
にかほ市
大館市
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　　　連携検討業務一覧（平成２６年３月２０日現在）　　

番
号

業務の内容 検討の必要性がある理由 連携方策の検討方法
連携の
方向性

検討方法
区分

県関係課
提案
市町村

44
戸籍・住民票等
の交付、届書の
受領等

職員数の減少と、将来の支所
の廃止に備え検討する必要が
ある。

●職員数の減少に加え、今後の人口減少に伴い支所等が廃止される可能性
を考慮すると、他県で導入事例のある交付等の事務の外部委託等により対
応することが考えられる。
●外部委託は単独で市町村で実施可能だが、複数市町村が連携して委託し
た方がメリットがあるのであれば、市町村間の検討組織を立ち上げ検討す
る。

１
水平
連携

Ｄ
その他

市町村課 湯沢市

45
消費生活相談体
制のあり方

職員数が減少する中で、相談
内容が多様化・高度化する傾
向にある。

●平成２１年制定の消費者安全法において市町村の消費生活相談窓口設置
が義務化されたが、秋田県は県生活センターに加え北部・南部の相談室に
相談員を配置しており、市町村の相談体制をサポートしている。
●今後の消費生活相談体制の検討に当たっては、市町村同士の連携を検討
していく必要がある。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

県民生活課

鹿角市
能代市
湯沢市
八郎潟町

46
電算システムの
共同化

ほぼ同様のサービスを提供し
ているにもかかわらず、各自
治体で別個に調達・運用して
いることから、共同化によ
り、維持管理費や制度改正に
よる改修費の縮減が見込まれ
る。

●調達・運用のコスト低減等を目指し、電算システム共同化の可能性を模
索するため、平成２５年１１月に作業部会を設置した。
●部会では、先行して情報システム共同化を実施した県町村会の取組を参
考にして、各市間の共同化などを選択肢として検討を行う。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

情報企画課
大館市
男鹿市
大仙市

47 職員研修

職員数の減少により、長期研
修は困難である。県職員と市
町村職員は同じ地方公務員で
あり、全体として職員の資質
向上が必要である。

●県、市長会、町村会及び市町村代表が毎年度「職員研修に関する協議
会」を開催し、県・市町村の合同職員研修について協議している。
●同協議会において、県自治研修所等で実施する市町村職員研修の充実に
ついて、市町村の意見を踏まえて検討する。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

人事課 大潟村

48
監査委員事務局
の運営

職員数が減少する中で、単独
で事務局を設置することが困
難になる。

●専門性・中立性・独立性の確保や監査機能の充実強化を図るため、監査
委員事務局の運営についての連携方策を検討する。
●岡山県内３市で研究結果では、連携のあり方として事務局の共同設置が
適当であるとされた。
●ただし、監査実施時期の集中など様々な課題も想定されることから、市
町村間の検討組織を立ち上げ検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

市町村課 大仙市

49 監査委員の確保
識見を有する者を外部から確
保することが困難になる。

●監査機能の充実強化という観点から、監査委員事務局の運営（No.48）の
検討組織において併せて検討する。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

市町村課 にかほ市
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　　　連携検討業務一覧（平成２６年３月２０日現在）　　

番
号

業務の内容 検討の必要性がある理由 連携方策の検討方法
連携の
方向性

検討方法
区分

県関係課
提案
市町村

50
監査（秋田県町
村等監査委員協
議会の運営）

町村の職員数の減少により、
協議会の運営の見直しが必要
となる。

●秋田県町村等監査委員協議会は、監査制度に関する調査、監査機能充実
のための研修等を行う目的で、各町村が設立した任意の団体であり、当該
協議会の運営については、各町村及び町村会において検討する。

１
水平
連携

Ｂ
既存の組
織で検討

市町村課
小坂町
藤里町

51
電算共同化に伴
う選挙事務費用
の軽減

町村の電算共同化に市も加わ
ることで、更なるコスト削減
が可能となる。

●町村電算システム共同化として、選挙人名簿、期日前・不在者投票、選
挙入場管理等が共通化される。
●電算システムの共同化（No.46)については、市の担当者を中心とする作
業部会を設置して検討を開始しており、選挙関係事務を含む市町村の事務
全般について同部会で検討を行う。

１
水平
連携

Ａ
作業部会
等で検討

市町村課 大潟村

52
選挙事務（国政
選挙の際の調
査）

国政選挙時に様々な調査が実
施され、選挙終了後も多くの
時間を必要とする。

●県と市町村の選挙管理委員会の業務分担、事務改善の問題として、通常
業務内で対応する。

４
その他

Ｃ
通常業務
内で対応

市町村課 大潟村

53
地域公共交通の
あり方

市町村間を結ぶ路線バスにつ
いても廃止の懸念があるな
ど、市町村域を越えた対応が
必要となる。

●地域公共交通の活性化及び再生に関する法律により、市町村が協議会を
組織し、「地域公共交通総合連携計画」を作成することができるが、複数
市町村が連携して作成することも認められている。
●平成２６年通常国会に提出予定の同法一部改正案では、計画の対象範囲
が路線バス等にも拡大され、より広域単位での計画作成が想定されるとと
もに、都道府県も作成に関与できる方向で検討されている。この方向性は
提案市の問題意識と一致している。
●このような制度改正の動向を注視しながら、市町村同士の連携、県の参
画、いずれの連携の方向性も視野に入れながら対応する。

３
両方

Ａ
作業部会
等で検討

交通政策課
仙北市
湯沢市

54 税の徴収
職員数が減少する中で、専門
的知識・経験を持つ職員を養
成することが困難になる。

●秋田県地方税滞納整理機構は、市町村税の滞納整理を推進し、市町村及
び県の税収を確保するとともに、滞納整理技術の向上を図り、今後の徴収
体制づくりに資することを目的としている。
●同機構において、特定の税目に限定せずに市町村税の滞納整理の推進に
向け検討する。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

税務課
鹿角市
美郷町

55
男女共同参画事
業

職員数が減少する中で、事業
実施が困難になる。

●法令上、県・市町村の業務分担に関する規定はないが、本県では県が広
域的事業、市町村が地域密着の事業という形で役割分担しながら取り組ん
でいる。
●市町村で実施すべき事業については、ＮＰＯ等と連携するほか、市町村
間で共通の状況があれば市町村共同処理も可能であることから、事業の実
施に当たりこうした選択肢も検討していく。

１
水平
連携

Ｃ
通常業務
内で対応

男女共同参
画課

小坂町
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　　　連携検討業務一覧（平成２６年３月２０日現在）　　

番
号

業務の内容 検討の必要性がある理由 連携方策の検討方法
連携の
方向性

検討方法
区分

県関係課
提案
市町村

56
廃屋（空き家）
対策

各市町村で同様の問題を抱え
ており、全県レベルで対応す
る必要がある。また、所有者
が他市町村に居住している
ケースなどに対応する必要が
ある。

●県では、平成２５年度から新たに「空き家対策市町村担当者会議」を開
催し（平成２５年度は２回）、空き家の現状と問題点、先進的な取組等に
ついて情報の共有を図るとともに、市町村の意見を聴取している。
●国レベルでは、自民党の空き家対策推進議員連盟が空き家の解消を促す
税制措置を盛り込んだ「空き家対策の推進に関する特別措置法案」を取り
まとめている。こうした動きを注視しながら、県の市町村支援のあり方に
ついても、同会議で検討していく。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

地域活力創
造課

男鹿市

57 移住・定住対策
人口流出の防止や流入人口の
増加について対策を検討して
いく必要がある。

●県では全市町村と協働して総合的な受入体制の整備や情報発信を行うた
め、「あきた移住促進協議会」を立ち上げた（平成２６年２月）。
●平成２６年度新規事業である「あきた移住推進事業」は、お試し移住体
験、空き家の活用可能性調査、首都圏での移住情報の発信・相談対応、県
内ワンストップ相談窓口の設置などを通じて、情報発信や受入体制整備の
取組を強化するものである。
●今後の施策の展開についても、同協議会において市町村の状況を的確に
把握しながら推進する。

２
県によ
る補完

Ｂ
既存の組
織で検討

地域活力創
造課

三種町
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